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国民健康保険税の税率が変わります！
　これまでの国民健康保険（国保）は、病気やけがをした時に安心して医療が受けられるよう、
加入者の皆さんでお金を出し合いお互い助け合う制度です。近年、医療費の増加、介護納付金
の増加に伴い多くの財政問題を抱えるようになり、平成30年４月から、新たに都道府県が財政
運営の主体を担い、保険給付に必要な費用は全て都道府県が負担することとなりました。

上手にお医者さんを受診しましょう！
●身近な「かかりつけ医」を見つけましょう。
　　緊急でない場合は、まずは近くのお医者さんに診てもらいましょう。
●重複受診は控えましょう。
　�　同じ病気で、病院を何カ所も受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複
する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。今受け
ている治療に不安などがあるときには、お医者さんに伝えて話し合ってみましょう。

●年に一度の住民健診は、必ず受けましょう。
　　住民健診を受けることで、病気の予防と早期発見につながります。
　　病気の予防と早期発見は医療費を抑える役割もあります。
●ジェネリック医薬品を、活用してみましょう。
　�　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は先発医薬品に比べて価格が安く、効果も同じため、上
手に活用すると薬代を節約できます。まずはお医者さんや薬局の薬剤師に相談してみましょう。

●お問い合わせ　　町民税務課　☎３７－２１１４（担当：木村）

■ 資格の取得・喪失は都道府県単位になります
　同じ都道府県内の他の市町村に引っ越した場合でも、加入者の
資格は継続します。

■ 国保税の決め方が変わります
　市町村はこれまで個別に給付費を推計し、国保税負担額を決定
してきましたが、今後は都道府県の示す「標準保険税率」を参考に、
国保税の税率を定めることになりました。
　七ヶ宿町では下記のとおり税率を改定します。

■ 平成30年度　国民健康保険税率　（※平成30年４月から資産割率は廃止します）

■ 窓口は七ヶ宿町役場で変わりません
　国保への加入手続や国保税の納付などは従来どおり、町民税務
課の窓口になります。

■ 有効期限までは、現在お手持ちの保険証などをご使用ください
　加入者の皆さんが行う手続きは原則ありません。

変わらない
ことは

制度の改正
で何が変わ
るのか

区　　分
（対象者）

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
（加入者全員） （加入者全員） （40歳以上 65歳未満）

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後
所得割率 6.15% 6.80% 0.40% 0.57% 0.75% 1.55%

均等割額（1人あたり） 19,000 円 26,000 円 1,000 円 2,000 円 5,600 円 6,700 円
平等割額（1世帯あたり） 24,000 円 18,000 円 3,000 円 2,000 円 3,400 円 3,400 円

所得が一定以下の世帯は、下記のとおり被保険者等の人数に応じて均等割と平等割がそれ
ぞれ軽減されます。世帯主の所得は、国保に加入・未加入に関わらず所得基準の判定に含
まれます。

軽減なしの場合　所得割算定基礎額が200万円で被保険者が1人（40歳以上65歳未満）のとき

7割軽減の場合　所得割なしで被保険者が1人（40歳以上65歳未満）のとき

7割軽減の場合　所得割なしで被保険者が3人（1人が65歳以上、1人が40歳以上65歳未満、1人が40歳未満）のとき

軽減の対象となる所得の基準 軽減割合
33万円以下 7割軽減
33万円＋ 27万 5千円×（被保険者及び特定同一世帯所属者数） 5割軽減
33万円＋ 50万円×（被保険者及び特定同一世帯所属者数） 2割軽減

区　分 平成 29年度 平成 30年度 差額
医　療　分 166,000 円 180,000 円 14,000 円
後　期　分 12,000 円 15,400 円 3,400 円
介　護　分 10,800 円 12,100 円 1,300 円
年　税　額 188,800 円 207,500 円 18,700 円

1月あたりの税額 15,733 円 17,291 円 1,558 円

区　分 平成 29年度 平成 30年度 差　額
医　療　分 12,900 円 13,200 円 300円
後　期　分 1,200 円 1,200 円 0円
介　護　分 2,000 円 1,000 円 -1,000 円
年　税　額 16,100 円 15,400 円 -700 円

1月あたりの税額 1,341 円 1,283 円 -58 円

区　分 平成 29年度 平成 30年度 差　額
医　療　分 24,300 円 28,800 円 4,500 円
後　期　分 2,000 円 2,400 円 400円
介　護　分 2,700 円 3,000 円 300円
年　税　額 29,000 円 34,200 円 5,200 円

1月あたりの税額 2,416 円 2,850 円 434円

平成 30 年 4 月から
制度の改正による国保税（年税額）を試算すると


